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下
野
市
地
域
防
災
計
画

を
改
訂
し
ま
し
た

3下
野
市
に
お
け
る
風
水
害
や
火

災
、
地
震
な
ど
の
災
害
に
対
処
す

る
た
め
に
、災
害
の
予
防
対
策
、応

急
対
策
、復
興
対
策
を
円
滑
に
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
の
地
域
、

市
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
を
災

害
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
平
成
19
年
３
月
に
下
野
市

地
域
防
災
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
や
、

平
成
24
年
５
月
に
発
生
し
た
竜
巻

等
、
下
野
市
内
及
び
県
内
に
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
た
災
害
を
教

訓
に
、
本
計
画
の
見
直
し
を
行
い

ま
し
た
。

平
成
25
年
３
月
25
日
に
開
催
さ

れ
た
下
野
市
防
災
会
議
に
お
い
て
、

修
正
案
が
承
認
さ
れ
、
本
計
画
を

改
訂
し
ま
し
た
。

主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１
．
防
災
意
識
の
高
揚

市
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
、
自

主
防
災
組
織
の
育
成
強
化

２
．
要
援
護
者
対
策

地
域
に
お
け
る
安
全
性
の
確
保

３
．
物
資
、
資
機
材
の
備
蓄

計
画
的
な
備
蓄
の
実
施
、
燃
料

の
確
保
対
策

４
．
情
報
・
通
信
網
の
整
備

情
報
伝
達
手
段
の
多
様
化
、
非

常
用
電
源
の
確
保

５
．
避
難
体
制
の
整
備

避
難
所
の
耐
震
化
及
び
見
直
し
、

障
が
い
者
等
に
対
す
る
配
慮
、
避

難
所
運
営
体
制
の
見
直
し

６
．
防
災
拠
点
の
追
加

広
域
物
流
拠
点
と
し
て
「
道
の

駅
し
も
つ
け
」
を
追
加

７
．
学
校
、
社
会
教
育
施
設
対
策

防
災
教
育
の
推
進

８
．
原
子
力
災
害
対
策
編
の
新
設

９
．
避
難
勧
告
等
の
判
断
・
伝
達

マ
ニ
ュ
ア
ル
（
水
害
編
）
の
策
定

下
野
市
地
域
防
災
計
画
の
詳
し

い
内
容
等
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
☎（
40
）５
５
５
５

畑
地
帯
環
境
整
備
支
援

事
業
の
お
知
ら
せ

冬
期
の
畑
地
帯
か
ら
発
生
す
る

風
塵
の
解
消
を
図
り
つ
つ
、
農
地

の
地
力
増
進
と
有
効
活
用
を
推
進

し
、
良
好
な
農
地
環
境
（
景
観
）

の
整
備
を
図
る
た
め
実
施
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
で
き
る
方

農
地
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て

い
る
現
況
地
目
が
「
畑
」
と
な
っ

て
い
る
農
地
で
、
11
月
末
ま
で
に

麦
を
作
付
け
し
、
そ
の
後
、
緑
肥

と
し
て
利
用
す
る
予
定
の
耕
作
者

■
補
助
額

10
ア
ー
ル
当
た
り
２
，０
０
０

円
以
内
（
作
付
面
積
に
よ
る
調
整

あ
り
）

■
申
込
期
限　

８
月
30
日
㈮

■
申
し
込
み
先

Ｊ
Ａ
お
や
ま
北
部
営
農
支
援
セ

ン
タ
ー 

☎（
40
）０
４
０
１

Ｊ
Ａ
う
つ
の
み
や
南
河
内
営
農

経
済
セ
ン
タ
ー
☎（
48
）２
２
１
５

※ 

申
込
書
は
各
セ
ン
タ
ー
に
あ
り

ま
す
。

■
補
助
金
の
交
付

申
込
書
の
審
査
及
び
作
付
確
認

を
行
っ
た
後
、
申
込
者
（
事
業
実

施
者
）
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

農
政
課
☎（
48
）２
１
４
３

屋
外
広
告
物

適
正
化
旬
間

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間
と
は

毎
年
９
月
１
日
〜
10
日
ま
で
の
10

日
間
、
全
国
の
都
道
府
県
及
び
市

町
村
並
び
に
違
反
広
告
物
除
去
推

進
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
お
い
て
、

違
反
屋
外
広
告
物
に
対
す
る
取
り

組
み
を
重
点
的
に
実
施
す
る
期
間

で
す
。

屋
外
広
告
物
は
栃
木
県
条
例
に

よ
り
、
良
好
な
景
観
形
成
と
事
故

防
止
の
た
め
、
設
置
に
は
許
可
が

必
要
で
す
。

下
野
市
の
よ
り
よ
い
住
環
境
づ

く
り
の
た
め
適
正
な
表
示
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

都
市
計
画
課
☎（
48
）２
１
１
４

道
路
に
樹
木
が
張
り
出

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

敷
地
か
ら
道
路
上
に
樹
木
の
枝

が
伸
び
て
、
車
道
や
歩
道
を
覆
っ

て
い
る
光
景
が
よ
く
見
か
け
ら
れ

ま
す
。

こ
れ
ら
道
路
上
に
伸
び
た
枝
は
、

車
の
運
転
者
や
歩
行
者
の
視
界
を

さ
え
ぎ
り
、
通
行
の
妨
げ
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
倒
木
な
ど
に
よ
っ
て
、

思
わ
ぬ
事
故
を
招
き
、
地
主
が
管

理
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

伸
び
す
ぎ
た
枝
は
せ
ん
定
す
る

な
ど
、
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
☎（
48
）２
１
１
３

旧
石
橋
中
学
校
敷
地
造
成

内
の
埋
設
物
等
に
つ
い
て

石
橋
病
院
の
移
転
に
伴
い
、
旧

石
橋
中
学
校
の
体
育
館
・
教
室
棟

等
の
解
体
、
樹
木
の
伐
採
、
工
作

物
の
撤
去
等
の
工
事
が
平
成
25
年

11
月
か
ら
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。 

工
事
エ
リ
ア
及
び
周
辺
に
、
記

念
樹
・
記
念
工
作
物
・
埋
設
さ
れ

た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
等
が
現
存
し

て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
ご
存
知

の
方
は
、
教
育
総
務
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

教
育
総
務
課
☎（
52
）１
１
１
７


